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は
じ
め
に

国
民
投
票
と
は

北
欧
に
お
け
る
国
民
投
票
制
度

北
欧
の
事
例
か
ら
み
た
国
民
投
票
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

お
わ
り
に



は
じ
め
に

近
年
、
日
本
に
お
い
て
国
民
投
票
と
い
う
用
語
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
頻
繁
に
登
場
し
た
結
果
、
国
民
の
間
で
も
国
民

投
票
の
存
在
が
徐
々
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
論
議
の
中
で
「
国
民
投
票
法
」
（
正
式
名
称
は
「
日

本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
」
）
の
制
定
の
動
き
が
進
み
、
二

O
O
七
年
五
月
に
同
法
が
成
立
し
た
た
め
に
、
国
民
投
票
へ

の
注
目
度
も
ピ

l
ク
に
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
、
国
内
政
治
の
流
動
化
が
進
展
し
、
憲
法
改
正
論
議
自
体
が
下
火
に
な
っ
た

こ
と
に
伴
い
、
国
民
投
票
へ
の
関
心
も
一
時
の
勢
い
を
失
っ
た
観
が
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
投
票
は
今
後
も
日
本
で
こ
と
あ
る
ご
と
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
民
投

票
へ
の
関
心
は
一
九
九

0
年
代
か
ら
国
民
の
間
で
徐
々
に
高
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
底
流
は
現
在
も
続
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
国
民
投
票
は
日
本
で
こ
れ
ま
で
一
度
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

一
九
九

0
年
代
、
国
家
レ
ベ
ル
、
地
方
レ
ベ
ル

で
代
表
制
（
議
会
制
）
民
主
主
義
が
停
滞
し
、
政
治
の
現
状
に
対
し
て
国
民
の
聞
に
不
満
、
失
望
が
高
ま
っ
た
た
め
、
国
民
投
票
に

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

熱
い
期
待
が
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
国
民
投
票
に
つ
い
て
「
破
綻
し
た
間
接
民
主
制
に
代
わ
る
制
度
を
取
り
入

れ
、
〈
国
家
意
思
〉
の
決
定
に
国
民
の
意
思
を
確
実
に
反
映
さ
せ
る
道
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
国
民
投
票
こ
そ
が
そ
れ

を
保
証
す
る
と
考
え
る
」
と
の
声
も
出
さ
れ
た
。
実
際
に
、
国
民
投
票
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
六
年
以
降
、
地
方
レ
ベ
ル
の
住

民
投
票
が
全
国
で
次
々
と
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
改
正
論
議
の
盛
衰
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
が
直
接
投
票

に
よ
り
政
策
決
定
に
参
画
す
る
こ
と
へ
の
期
待
は
、
今
後
も
政
治
の
停
滞
が
あ
る
限
り
ま
す
ま
す
高
ま
る
こ
と
に
な
り
、
住
民
投
票
、

さ
ら
に
国
民
投
票
の
要
求
が
出
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
政
治
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
に
お
い
て
国
民
投
票
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
現
在
、
国
民
が
国
民
投
票
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
得
て
い
る
か
と
問
わ
れ
る
と
甚
だ
怪
し
い
状
況
に
あ
る
。
国
民
が
国
民
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投
票
の
実
態
を
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
、
将
来
、
憲
法
改
正
の
た
め
の
国
民
投
票
を
は
じ
め
、
様
々
な
国
民
投
票
が
実
際
に
実
施
さ
れ

る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
国
民
投
票
の
実
態
に
つ
い
て
よ
く
知
り
、
国
民
が
そ
れ
を
使

い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
制
度
も
い
か
に
崇
高
な
目
的
を
も
ち
、
精
綴
な
手
続
き
を
規
定
し

て
い
た
と
し
て
も
、
国
民
が
そ
れ
を
知
ら
ず
、
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
政
治
の
混
乱
、
停
滞
に
拍
車
を
か
け
る
危
険
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性
が
高
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
問
題
意
識
に
立
ち
、
本
稿
は
北
欧
諸
国
（
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

の
国
民
投
票
を
中
心
に
そ
の
制
度
、

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
整
理
し
、
国
民
投
票
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

北
欧
諸
国
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
極
め
て
民
主
的
な
政
治
制
度
を
設
け
、
先
進
的
な
政
策
を
実
行
し
、
成
熟
し
た
民
主
主
義
社

会
を
実
現
し
た
国
々
と
し
て
評
価
が
高
い
。
そ
の
際
、
代
表
制
民
主
主
義
を
安
定
的
に
機
能
さ
せ
る
と
同
時
に
、
国
民
投
票
も
実
施

し
て
き
た
歴
史
を
有
す
る
。
代
表
制
民
主
主
義
と
国
民
投
票
の
両
立
性
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
事
例
で
あ
ろ
う
。
上

記
「
国
民
投
票
法
」
の
制
定
過
程
で
は
、
世
界
の
国
民
投
票
制
度
に
関
し
て
各
国
で
現
地
調
査
を
実
施
し
た
衆
議
院
の
議
員
調
査
団

は
、
北
欧
諸
国
の
中
で
デ
ン
マ
ー
ク
を
二

O
O
六
年
七
月
に
訪
問
し
、
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
注
目
さ
れ

て
い
る
北
欧
諸
国
の
国
民
投
票
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況

に
あ
る
。

第
一
節
で
は
議
論
の
前
提
と
し
て
国
民
投
票
自
体
の
定
義
、
歴
史
的
経
緯
、
類
型
、
実
施
状
況
を
簡
単
に
整
理
す
る
。
そ
の
後
、

第
二
節
で
北
欧
諸
国
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
制
度
、
実
施
状
況
、
特
徴
を
ま
と
め
、
第
三
節
で
そ
れ
ら
の
事
例
か
ら
み
た
国
民
投
票

の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
察
す
る
。
最
後
に
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
代
表
制
民
主
主
義
と
国
民
投
票
に
つ
い
て
若
干
の

示
唆
を
提
示
し
た
い
。



国
民
投
票
と
は

定
義

今
日
、
国
民
投
票
は
世
界
的
に
実
施
回
数
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
世
界
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、

年
代
、
七

0
年
代
以
降
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
投
票
は
現
代
政
治
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
担
い
、
こ

一
九
六

O

れ
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
動
き
も
こ
う
し
た
世
界
の
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
す
る
必
要
が
あ

る
。
必
ず
し
も
日
本
で
の
み
政
治
の
停
滞
が
進
み
、
国
民
投
票
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

国
民
投
票
と
は
、
国
家
の
意
思
決
定
に
関
す
る
あ
る
争
点
に
つ
い
て
、
全
有
権
者
が
直
接
投
票
を
し
て
、
そ
の
可
否
を
決
定
す
る

こ
と
を
さ
す
。
用
語
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
仏
語
／
英
語
の
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

（B
皆
g含
B
）
」
の
日
本
語
訳
で
あ

る
が
、
「
人
民
投
票
」
と
い
う
訳
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
国
家
レ
ベ
ル
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
加
え
て
、

一
国
内
の
地

方
レ
ベ
ル
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
も
あ
り
、
前
者
を
国
民
投
票
、
後
者
を
住
民
投
票
と
訳
し
分
け
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
基
本

的
に
国
家
レ
ベ
ル
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
利
用
さ
れ
て
き
た
「
プ
レ
ピ
シ
ッ
ト
／
プ
レ
ピ
サ
イ
ト
（
仏
語

1
S
5
5
／
英

語

1
S
5
5）
」
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
、
政
治
学
で
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
好
ま

ま
た
、

れ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

一
九
一
二

0
年
代
の
ナ
チ
ス
支
配
下
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
政
治
指
導
者
ヒ
ト
ラ
ー
（
〉
号
弓

百
円
－
R）
が
自
ら
の
信
任
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
合
併
と
い
う
政
策
の
信
任
を
議
会
で
は
な
く
国
民
に
よ
る
直
接
投
票
（
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
）

で
決
し
た
結
果
、
独
裁
体
制
を
生
み
出
し
、
強
化
し
た
と
い
う
苦
い
経
験
が
あ
り
、
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
に
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら

フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
で
も
権
威
主
義
体
制
の
経
験
か
ら
依
然
と
し
て
否
定
的
な
意
味
合
い
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
そ
う

で
あ
る
。

263 

し
た
行
政
権
の
肥
大
化
、
独
走
を
招
く
国
民
の
直
接
投
票
は
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
レ
フ
ア
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レ
ン
ダ
ム
が
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
し
、
国
際
法
の
分
野
で
は
、
現
在
で
も
領
土
の
帰
属
決
定
や
民
族
自
決
に
絡
む
も
の
を

プ
レ
ピ
シ
ッ
ト
、
人
民
投
票
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
く
、
国
民
投
票
／
人
民
投
票
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
／
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
と
い
う
用
語
の

間
で
厳
密
に
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
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2 

歴
史
的
経
緯

民
主
主
義
制
度
の
歴
史
的
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
国
民
投
票
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
、
民
主
主
義
の
制
度
は
直
接
民
主
主
義
と

代
表
制
民
主
主
義
に
分
け
ら
れ
る
。
近
代
民
主
制
は
基
本
的
に
代
表
制
民
主
主
義
に
よ
り
機
能
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
民
が
選
挙

に
よ
り
選
ん
だ
代
議
員
を
通
し
て
国
家
、
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
政
治
制
度
で
あ
る
。
議
会
制
、
代
議
制
と
も
い

わ
れ
る
。
こ
の
代
表
制
民
主
主
義
は
一
七
世
紀
以
降
の
欧
米
に
お
け
る
市
民
革
命
の
結
果
、
成
立
し
定
着
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
ル
ソ

l

（
rs’E
2
5印

刷

Ngagz）
が
『
社
会
契
約
論
』
（
一
七
六
二
年
）
に
お
い
て
説

い
た
よ
う
に
、
国
民
主
権
の
た
め
に
は
直
接
民
主
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
も
あ
っ
た
。
ル
ソ
l
は
、
代
表
制
民
主
主

義
の
典
型
例
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
上
げ
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
人
民
は
自
由
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
ま
ち
が
い
だ
。
彼
ら

が
自
由
な
の
は
、
議
員
を
選
挙
す
る
間
だ
け
の
こ
と
で
、
議
員
が
選
ば
れ
る
や
い
な
や
、
イ
ギ
リ
ス
人
民
は
ド
レ
イ
と
な
り
、
無
に

帰
し
て
し
ま
う
」
と
酷
評
し
て
い
る
。
直
接
民
主
主
義
と
は
、
国
民
が
代
議
員
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
国
家
、
地
方
公
共

団
体
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
制
度
で
あ
る
。
主
権
は
譲
渡
で
き
ず
、
代
表
さ
れ
得
な
い
と
い
う
民
主
主
義
思
想
を
最
も
体
現
し
た

政
治
形
態
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
は
、
奴
隷
を
排
除
し
た
も
の
の
、
自
由
民
の
直
接
民
主
主
義
を
行
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
近
代
国
家
で
は
全
国
民
が
集
ま
り
討
議
す
る
に
は
、
そ
の
領
域
が
広
大
で
あ
り
、
人
口
も
膨
大
で
あ
る
。
ま
た
、
決
定
事
項

も
膨
大
な
数
と
な
り
、
内
容
も
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
直
接
民
主
主
義
の
採
用
は
極
め
て
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
で
は
代
表
制
が
民
主
主
義
の
制
度
と
し
て
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
議
員
が
国
民
の
多
様
な
意
思
を



必
ず
し
も
代
表
せ
ず
、
代
議
員
と
国
民
と
の
間
で
利
害
の
不
一
致
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
是
正
す
る
手
段
と
し
て
、

代
表
制
を
基
本
と
し
つ
つ
も
同
時
に
直
接
民
主
主
義
の
手
続
き
を
制
度
化
し
て
い
る
国
も
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
国
民
投
票
は
そ

の
重
要
な
手
続
き
の
一
つ
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
代
表
制
民
主
主
義
の
枠
内
で
そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。

国
民
投
票
と
同
様
に
使
わ
れ
る
直
接
民
主
主
義
の
手
続
き
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
人
民
発
案
、
国
民
発
案
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

国
家
や
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
国
民
、
住
民
が
発
案
権
を
も
ち
、
そ
れ
を
国
民
投
票
、
住
民
投
票
に
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
も
最
終
的
に
国
民
投
票
、
住
民
投
票
に
か
け
ら
れ
る
場
合
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
多

しE
0 3 

国
民
投
票
の
諸
類
型

次
に
国
民
投
票
に
は
い
か
な
る
タ
イ
プ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

一
例
と
し
て
争
点
、
実
施
手
続
き
の
法
的
根
拠
、

結
果
の
拘
束
性
と
い
う
三
点
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

争
点

（一）

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

ま
ず
争
点
は
、
国
民
投
票
が
何
を
争
点
、
テ
ー
マ
と
し
て
実
施
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
バ
ト
ラ

1
6
2仏

国主
R
）
ら
は
、
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
憲
法
問
題
、
領
土
問
題
、
道
徳
問
題
、
そ
の
他
で
あ
る
。

（

a
）
憲
法
問
題
に
は
、
憲
法
制
定
・
改
正
、
選
挙
制
度
の
改
正
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
手
続
き
で
は
議
会
の
承
認
と
と
も

に
国
民
投
票
の
実
施
を
義
務
づ
け
て
い
る
国
が
多
い
。
新
体
制
へ
民
主
的
な
権
威
を
与
え
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
よ
う
な
国
家
解
体
の
ほ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ

（

b
）
領
土
問
題
に
は
、
国
境
問
題
の
画
定
、

の
主
権
委
譲
も
含
ま
れ
る
。

ソ
連
、

26う

（

c
）
道
徳
問
題
で
は
、
禁
酒
、
離
婚
、
人
工
妊
娠
中
絶
な
ど
の
個
人
の
価
値
観
、
宗
教
、
信
条
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
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（

d
）
そ
の
他
、
様
々
な
問
題
が
国
民
投
票
の
対
象
と
な
り
う
る
。
特
に
、
有
権
者
の
請
求
で
国
民
投
票
が
実
施
で
き
る
国
で
こ

れ
は
顕
著
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
様
々
な
国
際
条
約
の
批
准
や
囲
内
法
の
制
定
で
も
、
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
て
お
り
、
争
点
は
多
様
化
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
区
分
は
、
国
民
投
票
の
テ
l
マ
に
よ
っ
て
は
重
複
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
国
民
投
票
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
目
安
に
は

な
る
で
あ
ろ
う
。

実
施
手
続
き
の
法
的
根
拠

次
に
、
実
施
手
続
き
の
法
的
根
拠
は
、
国
民
投
票
の
実
施
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
（
強
制
的
）
、
あ
る
い
は
法
的
に

は
任
意
の
も
の
か
で
あ
る
（
自
発
的
）
。
こ
れ
も
国
に
よ
り
、
ま
た
争
点
に
よ
り
異
な
る
規
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
規
定
は
、

憲
法
、
法
律
な
ど
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
、
地
方
公
共
団
体
の
制
度
は
す
べ
て
法
に
則
っ
て
運
用
さ
れ
る
た
め
、
国
民
投

票
を
厳
密
に
理
解
し
よ
う
と
考
え
た
場
合
、
ま
ず
は
基
本
と
な
る
法
的
根
拠
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

特
に
、
実
施
が
法
的
に
任
意
と
さ
れ
る
場
合
、
国
民
投
票
の
実
施
を
誰
が
発
議
す
る
か
が
重
要
と
な
ろ
う
。
政
府
、
首
相
・
大
統
領
、

（二）
議
会
、
国
民
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
国
民
投
票
の
性
格
や
結
果
を
も
左
右
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

日

結
果
の
拘
束
性

結
果
の
拘
束
性
は
、
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
後
、
そ
の
投
票
結
果
が
政
策
決
定
過
程
の
中
で
拘
束
力
を
も
つ
の
か
（
拘
束
的
）
、

あ
る
い
は
拘
束
力
を
も
た
ず
、
諮
問
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
議
会
が
最
終
決
定
を
行
な
う
の
か
で
あ
る
（
諮
問
的
）
。
こ
の
点
は
、

第
三
節
で
触
れ
る
代
表
制
民
主
主
義
の
弱
体
化
と
い
う
議
論
と
も
関
連
す
る
。
現
代
の
民
主
主
義
の
基
本
は
、
国
民
に
よ
り
選
出
さ

れ
た
議
会
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
も
し
国
民
投
票
の
結
果
が
最
終
決
定
で
あ
れ
ば
、
議
会
の
独
占
的
決
定
権
を
侵
害
し
た
と
み
な

す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
国
民
投
票
と
議
会
と
の
決
定
権
の
調
整
は
、
極
め
て
重
要
に
な
る
。
こ
れ
は
、
特
に
国
民
投
票
が
拘
束
力

を
も
っ
場
合
に
あ
て
は
ま
る
が
、
諮
問
的
な
場
合
で
も
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
諮
問
的
な
国
民
投
票
で
あ
っ
て
も
、
そ



れ
が
実
施
さ
れ
る
と
、
議
会
の
議
員
は
国
民
投
票
に
よ
る
正
統
性
の
付
与
を
無
視
で
き
ず
、
そ
の
結
果
に
心
理
的
に
縛
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

4 

西
欧
に
お
け
る
国
民
投
票
実
施
状
況

北
欧
の
国
民
投
票
を
考
え
る
上
で
、
北
欧
が
位
置
す
る
西
欧
地
域
に
お
け
る
国
民
投
票
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
も
、
簡
単
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
政
策
決
定
過
程
の
一
部
と
し
て
国
民
投
票
を
多
用
す
る
国
も
あ
れ
ば
、
全
く
利
用
し
な
い
国

も
あ
る
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
西
欧
に
お
い
て
国
民
投
票
は
ま
す
ま
す
利
用
さ
れ
て
い
る
。

若
干
古
い
統
計
で
は
あ
る
が
、
二

0
0
0年
ま
で
の
西
欧
諸
国
の
国
民
投
票
の
実
施
状
況
に
よ
れ
ば
、
国
民
投
票
を
多
用
す
る
困

と
し
て
は
ス
イ
ス

（
四
八
六
回
）
、
イ
タ
リ
ア
（
五
O
回）、

デ
ン
マ
ー
ク
（
一

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
一
二
二
回
）
、

フ
ラ
ン
ス
（
二
二
回
）
、

九
回
）
が
挙
げ
ら
れ
る
（
国
民
投
票
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
回
数
）
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
限
定
し
て
も
、
こ
れ
ら
五
カ
国
は
国
民
投
票

ス
イ
ス
は
西
欧
諸
国
の
中
で
最
も
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る
が
、
同
国
は
世
界
的
に
み
て
も
、
こ
れ
ま
で
世

を
多
用
し
て
い
る
。

界
で
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
の
う
ち
、
そ
の
半
数
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
国
民
投
票
を
実
施
し
て
き
た
。

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

逆
に
、
二

0
0
0年
ま
で
国
民
投
票
を
利
用
し
て
い
な
い
固
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
、

マ
ル
タ
が
あ
る
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
は
二

0
0

五
年
六
月
に
E
U
の
欧
州
憲
法
条
約
に
つ
い
て
国
民
投
票
を
史
上
初
め
て
実
施
し
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
も
現
在
で
は
国
民
投
票
実
施

国
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ル
タ
も
一
九
六
四
年
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
す
る
前
に
三
回
の
住
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、
全
く
国

民
投
票
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
西
欧
の
す
べ
て
の
国
が
国
民
投
票
の
経
験
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
限
定
し
て
、
現
在
ま
で
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
そ
の
問
、
全
く
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
な
い

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
だ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
戦
後
に
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
背
景
に
は
、
前
述
の

西
欧
諸
国
は
、
ド
イ
ツ
、
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ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
け
る
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
の
歴
史
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
国
政
で
は
、
国
民
投
票
は
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排
除
さ
れ
、
代
表
制
民
主
主
義
に
基
づ
い
た
政
治
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
州
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
、
住
民
投
票
が
頻
繁
に

実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
欧
各
国
の
国
民
投
票
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
国
の
歴
史
的
発
展
、
政
治
体
制
、
政
治
文
化
を
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抜
き
に
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
西
欧
に
お
け
る
国
民
投
票
に
つ
い
て
重
要
な
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
問
題
を
含
む
新
し
い
争
点
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
問
題
が
重
要
性
を
増
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九

0
年
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
争
点
は
、
単
に
E

U
と
い
う
国
際
組
織
に
加
盟
す
る
か
否
か
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
統
合
の
深
化
に
伴
い
、
様
々
な
政
策
分
野
で
主
権
を
委
譲
し
、
新

し
い
憲
法
秩
序
す
ら
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
加
盟
国
お
よ
び
加
盟
申
請
国
に
と
っ
て
政
治
体
制
の
根
本
的
な

変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
環
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

E
U
へ
の
加
盟
条
約
や
基
本
条

約
の
締
結
・
改
正
は
、
各
国
に
お
い
て
そ
の
憲
法
上
の
手
続
き
に
基
づ
い
て
批
准
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
国
に
よ
っ
て
は
そ
の
過

程
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
欧
州
憲
法
条
約
批
准
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
（
二

O
O
五
年
五
月
、
六
月
）
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
批

准
を
め
ぐ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
民
投
票
（
二

O
O
八
年
六
月
）

で
の
否
決
の
結
果
に
よ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
と
っ
て
不
確
実

性
が
高
い
と
の
理
由
か
ら
、
現
在
で
は
国
民
投
票
が
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
E
U
を
め
ぐ
る
国
民

投
票
は
実
施
が
強
制
的
な
国
を
中
心
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

北
欧
に
お
け
る
国
民
投
票
制
度

北
欧
諸
国
は
い
か
な
る
国
民
投
票
制
度
を
有
し
、
実
際
に
そ
れ
を
実
施
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
民
投
票
と
い
う
観
点
で
、

北
欧
五
カ
国
を
み
た
場
合
、
制
度
が
最
も
発
達
し
、
頻
繁
に
実
施
し
て
い
る
の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は



デ
ン
マ
ー
ク
と
そ
の
他
の
四
カ
国
に
分
け
て
国
民
投
票
を
整
理
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
、
実
施
状
況
、
特
徴
の
三
点
を
ま
と
め
る
。

デ
ン
マ
ー
ク

（一）

制
度

デ
ン
マ
ー
ク
は
、
こ
れ
ま
で
一
九
回
の
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る

デ
ン
マ
ー
ク
が
突
出
し
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
前
節
で
み
た
よ
う
に
西
欧
諸
国
の
中
で
も
実
施
回
数

（表
1
）
。
他
の
北
欧
諸
国
が
合
計
二

O
回
の
国
民
投
票
で

あ
る
た
め
、

の
多
い
グ
ル
ー
プ
に
入
る
。
実
施
の
時
期
を
み
る
と
、

一
つ
の
特
徴
が
見
出
せ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
後
で
実
施
回

数
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
戦
前
三
回
、
戦
後
一
六
回
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
は
、

三
年
は
、

一
九
五
三
年
が
分
岐
点
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
五

デ
ン
マ
ー
ク
の
現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
年
で
あ
る
（
一
九
五
三
年
六
月
五
日
施
行
）
。
通
常
、
一
九
五
三
年
憲
法
と
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
憲
法
は
そ
れ
ま
で
の
憲
法
と
は
異
な
り
、
国
民
投
票
制
度
を
充
実
さ
せ
た
。

そ
れ
ま
で
の
憲
法
で
も
憲
法
改
正
に
つ
い
て
国
民
投
票
が
義
務
化
さ
れ
て
い
た
が
（
一
九
一
五
年
憲
法
第
九
四
条
）
、

憲
法
は
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
と
同
時
に
、
さ
ら
に
以
下
の
国
民
投
票
の
実
施
を
可
能
と
し
た
。
第
一
節
に
お
い
て
国
民
投
票
実
施
の
子

一
九
五
三
年

続
き
（
強
制
的
か
、
自
発
的
か
）
、
結
果
の
拘
束
力
（
拘
束
的
か
、
諮
問
的
か
）
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
各
ケ
l
ス
に
つ
い
て
こ
の
二
点

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

を
併
記
し
た
。

（
a
）
外
交
問
題
に
関
す
る
国
民
投
票
（
憲
法
第
一
九
条
、
第
四
二
条
第
六
項
）

（b
）
国
際
組
織
へ
の
主
権
委
譲
に
関
す
る
国
民
投
票
（
同
第
二
O
条）

（
c
）
選
挙
権
年
齢
の
変
更
に
関
す
る
国
民
投
票
（
同
第
二
九
条
）

（d
）
通
常
法
案
に
関
す
る
国
民
投
票
（
同
第
四
二
条
第
一
項
）

自
発
的
・
拘
束
的

場
合
に
よ
っ
て
強
制
的
・
拘
束
的

強
制
的
・
拘
束
的

自
発
的
・
拘
束
的

（
e
）
憲
法
改
正
に
関
す
る
国
民
投
票
（
同
第
八
八
条
）

強
制
的
・
拘
束
的
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（f
）
憲
法
規
定
に
基
づ
か
な
い
国
民
投
票
（
規
定
な
し

自
発
的
・
諮
問
的
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有効票数中の賛成% 有効票数中の反対%
結果

（全有権者中の賛成） （全有権者中の反対）

64.2 (23.6) 35.8 (13.2) 採択（国会による譲渡案採択）

96.9 (47.5) 3.1 ( 1.5) 採択

91.9 (44.5) 8.1 ( 3.9) 否決（全有権者の 45%の賛成を満たせず）

78.8 (45.8) 21.2 (12.3) 採択

23歳 54.6(30.0) 21歳 45.4(25.0) 23歳採択

55.0 (20.3) 45.0 (16.6) 採択

38.4 (27.7) 61.6 (44.5) 否決

38.6 (27.9) 61.4 (44.3) 否決

39.6 (28.7) 60.4 (43.7) 否決

42.6 (30.8) 57.4 (41.5) 否決

21.4 (13.6) 78.6 (49.8) 否決（21歳維持）

56.5 (47.4) 43.5 (36.5) 採択（20歳に引き下げ）

63.3 (56.7) 36.7 (32.9) 採択（1973年 1月1日加盟）

53.8 (34.2) 46.2 (29.0) 採択（18歳に引き下げ）

56.2 (42.0) 43.8 (32.7) 採択（1986年 2月28日単一欧州議定書署名）

49.3 (40.5) 50.7 (41.7) 否決

56.7 (48.6) 43.3 (37.0) 採択

55.1 (41.2) 44.9 (33.6) 採択

46.8 (40.5) 53.2 (46.1) 否決

慶醸の政治学

出所.Folketinget efter valget. den 8. februar 2005 (Kのbenhavn:Folketinget. 2005). s.220 221. Statistisk 
Arbog 2006 (K0benhavn: Danmarks Statistik. 2006). tabel 53. 

以
上
の
よ
う
に
、

デ
ン
マ
ー
ク
の
政
策
決
定
に
お
け
る
国
民
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投
票
の
位
置
づ
け
は
極
め
て
詳
細
で
あ
り
、
明
確
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
国
民
投
票
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

場
合
、
内
政
か
ら
外
交
ま
で
幅
広
く
実
施
で
き
る
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
憲
法
規
定
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る

国
民
投
票
の
多
く
は
、
結
果
が
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
。
自
発

的
な
国
民
投
票
の
発
議
権
に
つ
い
て
は
、
（

a
）、（
f
）
の
場
合
、

法
律
が
作
ら
れ
、
実
施
さ
れ
る
た
め
、
議
会
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
（
d
）
に
つ
い
て
も
、
国
会
議
員
の
三
分
の

す

な
わ
ち
六
O
名
）
に
よ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
も
議
会
に
よ
る
と
分

類
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
例
の
場
合
、
議
会
で
の
政

党
間
の
駆
け
引
き
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
。
特
に
、

ク
の
場
合
、
国
会
に
議
席
を
持
つ
政
党
数
が
多
く
、
政
府
も
単

デ
ン
マ

l

独
、
連
立
を
問
わ
ず
、
少
数
内
閣
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
政

府
を
巻
き
込
み
、
政
党
の
活
動
の
余
地
は
大
き
い
。

（二）

実
施
状
況

こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
た
一
九
回
の
国
民
投
票
の
う
ち
、

九

五
三
年
憲
法
下
で
実
施
さ
れ
た
一
四
回
を
上
記
の
六
つ
の
ケ
l

ス
で
分
類
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
に
な
る
。



デンマークの国民投票

年月日 目的 投票率%

1916年12月14日 アメリカ合衆国への西インド諸島売却 37.4 
1920年9月6日 憲法改正（北スレスヴィ復帰に伴う改正） 49.6 
1939年5月23日 憲法改正（1939年憲法案） 48.9 
1953年5月28日 憲法改正（1953年憲法案） 59.1 
1953年5月28日 選挙権年齢引き下げ（25歳→23歳／21歳） 57.1 
1961年5月30日 選挙権年齢引き下げ（23歳→21歳） 37.3 
1963年6月25日 農地取得法案 73.0 
1963年6月25日 国家小自作農法案 73.0 
1963年6月25日 市町村土地先買権法案 73.0 
1963年6月25日 自然保護法案 73.0 
1969年6月24日 選挙権年齢引き下げ（21歳→ 18歳） 63.6 
1971年9月21日 選挙権年齢引き下げ（21歳→20歳） 86.2 
1972年 10月2日 E C加盟条約批准 90.1 
1978年9月19日 選挙権年齢引き下げ（20歳→ 18歳） 63.2 
1986年2月27日 E Cパッケージ案（単一欧州議定書署名） 75.4 
1992年6月2日 E U条約批准 83.1 
1993年5月18日 E U条約 エデインパラ合意批准 86.5 
1998年5月28日 アムステルダム条約批准 76.2 
2000年9月28日 共通通貨参加（ユーロ導入） 87.6 

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

表 1

註 デンマークの場合、全有権者中の賛成、反対が可否を決める際に求められることが多いため、それらも明

記した。

（

a）
 

（

b
）
 

四
回

（

c
）
四
回

回

（

d
）
 

（

e）
 。
回

（

f
）
 

回

四
回

こ
れ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
な
り
幅
広
い
テ
l
マ
に
関
し

て
実
際
に
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
い
る
現
状
が
わ
か
る
。

九
五
三
年
以
前
の
国
民
投
票
五
回
が
、
憲
法
改
正
三
回
、
選
挙

権
年
齢
一
回
、
領
土
変
更
一
回
で
あ
る
た
め
、
大
き
な
違
い
が

あ
る
。最

近
で
は
、

E
U
を
め
ぐ
り
国
民
投
票
が
多
く
実
施
さ
れ
る

一
九
七
二
年
以
来
、
合
計
六
回
に
な
る
。
二

O

傾
向
に
あ
る
。

O
五
年
九
月
に
は
、

E
U
の
欧
州
憲
法
条
約
を
め
ぐ
る
国
民
投

票
が
デ
ン
マ
ー
ク
で
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
直
前
の
同
年

五
月
、
六
月
に
実
施
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投

票
に
よ
り
、
同
条
約
が
否
決
さ
れ
た
た
め
、

E
U
で
欧
州
憲
法

条
約
の
批
准
作
業
が
凍
結
さ
れ
、

デ
ン
マ
ー
ク
政
府
も
こ
れ
を

延
期
し
た
。
結
局
、

デ
ン
マ
ー
ク
を
含
む
E
U
加
盟
国
政
府
は

欧
州
憲
法
条
約
を
断
念
し
、
二

O
O
七
年
二
一
月
に
そ
れ
に
代

わ
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
新
条
約
に
つ
い
て
は
、

デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
二

O
O
八
年
四
月
、
国
会
に
よ
る
承
認
で

批
准
を
完
了
し
て
い
る
。
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E
U
問
題
に
つ
い
て
は
、
事
例
に
よ
り
国
民
投
票
に
よ
る
承
認
と
国
会
に
よ
る
承
認
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
デ
ン
マ
ー
ク

の
場
合
、
基
本
的
に
重
要
な
問
題
は
国
民
投
票
に
よ
る
承
認
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
、
憲
法
第
二

O
条
の
規
定
す

る
国
際
組
織
へ
の
主
権
委
譲
に
か
か
わ
る
ケ
l
ス
が
多
い
こ
と
が
そ
の
最
大
の
理
由
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
国
民
投
票
で
決
め
た
こ
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と
は
国
民
投
票
で
見
直
す
と
い
う
一
種
の
慣
習
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
特
に
、

E
U
の
統
合
の
深
化
に
関
わ
る
問
題
で
は
、
か
な
り
高

い
確
率
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
、
こ
の
状
況
は
続
く
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
は
国
民
投
票
に
よ
る
結
果
の
不
確
実
性
を
避
け
る
た
め
、
新
た
な

主
権
委
譲
を
伴
わ
な
い
と
判
断
し
て
、
国
会
に
よ
る
承
認
を
選
択
す
る
傾
向
も
あ
る
。
新
た
な
主
権
委
譲
を
伴
わ
な
い
場
合
、
上
記

の
憲
法
第
二

O
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
通
常
の
法
案
採
決
と
同
様
に
処
理
さ
れ
る
。
二

O
O
一
年
二
月
に
署
名
さ
れ
た

E
U
の
ニ

l
ス

デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
同
様
の
論
理
で
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
な
い
。

条
約
の
批
准
の
際
も
、

日

特
徴

デ
ン
マ
ー
ク
の
国
民
投
票
の
特
徴
と
し
て
は
、
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
国
民
投
票
に
つ
い
て
憲
法
で
広
範
か
っ

詳
細
に
規
定
し
て
お
り
、
あ
い
ま
い
さ
が
少
な
い
。

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
正
式
な
政
策
決
定
の
一
翼
を
国
民
投
票
が
担
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
民
投
票
は
、
直
接
民
主
主
義
と
代
表
制
民
主
主
義
の
形
態
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
利
用
さ
れ
る

「
結
合
シ
ス
テ
ム
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、

一
九
五
三
年
憲
法
の
導
入
で
上
院
を
廃
止
し
、
二
院
制
か
ら
一
院

制
に
な
っ
た
と
き
に
、
社
会
民
主
党
よ
り
も
数
で
劣
る
保
守
勢
力
側
が
上
院
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
国
民
投
票
に
求
め
た
こ
と

が
あ
る
。

第
二
に
、
国
民
投
票
が
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
北
欧
諸
国
の
中
で
最
も
多
く
の
国
民
投
票
を
実
施
し
て
き

た
と
い
う
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
て
き
た
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
投
票
率
も
基

本
的
に
高
く
、
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
真
撃
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
無
論
、
政
府
の
意
向
に
反
し
て
、
国
民
が
一
九
九
二
年
に

E



U
条
約
（
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
批
准
案
を
否
決
し
た
り
、
二

0
0
0年
に
ユ

l
ロ
導
入
案
を
否
決
し
た
こ
と
が
あ
り
、
大
き
な

混
乱
を
引
き
起
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
国
民
の
高
い
関
心
の
下
で
し
っ
か
り
し
た
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
国
民
投
票
前
の
国
会
で
の
審
議
や
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
の
政
党
の
地
道
な
活
動
が
あ
る
。
代
表
制
民

主
主
義
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
国
民
投
票
と
い
う
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
直
接
民
主
主
義
の
手
続
き
も
機
能
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
両
者
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
補
完
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
は
教
え
て
い
る
。
国
民
投
票

の
実
施
だ
け
を
礼
賛
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
国
民
投
票
を
取
り
巻
く
デ
ン
マ
ー
ク
政
治
全
体
の
健
全
さ
、
特
に
代
表
制
民
主
主

義
の
健
全
さ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
以
上
の
よ
う
に
国
民
投
票
が
代
表
制
民
主
主
義
の
制
度
の
中
に
厳
密
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
デ
ン
マ

l

E
U
問
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
極
め
て
論
争
的
な
問
題
に
関
し
て
は
、
国
民
投
票
を
い
つ
、
い
か
な
る
テ

ー
マ
で
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
、
政
党
問
で
駆
け
引
き
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
無
論
、

E
U
問
題
の
場
合
、
憲
法

第
二

O
条
の
存
在
に
よ
り
、
そ
の
駆
け
引
き
の
余
地
は
、
全
く
規
定
が
な
い
場
合
に
比
べ
る
と
制
限
が
あ
り
、
政
府
も
二
疋
の
ル

l

ク
政
治
で
は
あ
る
が
、

ル
に
従
い
、
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

2 

そ
の
他
の
四
カ
国

制
度

（ー）デ
ン
マ
ー
ク
以
外
の
北
欧
四
カ
国
は
、
憲
法
に
お
い
て
国
民
投
票
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
な
い
。
比
較
的
簡
単
な
規
定
が

デ
ン
マ
ー
ク
の
場
合
と
同
様
に
、
国
民
投
票
の
実
施
が
強
制
的
か
、
自
発
的
か
、
そ
の
結
果
が
拘
束
的
か
、
諮

あ
る
だ
け
で
あ
る
。

問
的
か
も
併
記
し
た
。
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（辺）

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
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諮
問
的
国
民
投
票
（
憲
法
第
五
三
条
）

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

自
発
的
・
諮
問
的
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（
a
）
大
統
領
の
解
任
に
関
す
る
国
民
投
票
（
憲
法
第
二
条
）

自
発
的
・
拘
束
的

（b
）
大
統
領
の
拒
否
し
た
法
案
に
関
す
る
国
民
投
票
（
同
第
二
六
条
）

強
制
的
・
拘
束
的

ノ（
yレ C
ウ）

エ教
1 S会

の
地
位

国
教

の
変
更
に
関
す
る
国
民
投
票
（
同
第
七
九
条
）

強
制
的
・
拘
束
的

ス
ウ憲
エ法
l 規
ァ定
ンさな

し

（
a
）
諮
問
的
国
民
投
票
（
統
治
法
典
第
八
章
第
四
条
）

自
発
的
・
諮
問
的

（b
）
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
（
同
第
八
章
第
一
五
条
第
三
項
、
第
四
項
）

自
発
的
・
場
合
に
よ
り
拘
束
的

フ
ィ
ン
ラ
ン

v’、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
最
も
多
く
実
施
さ
れ
て
き
た
国
民
投
票
は
、
諮
問
的
国
民
投
票
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
、
憲
法
規
定
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
諮
問
的
国
民
投
票
を
国
会
の
決
定
に
よ
り
自
発
的
に

行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
会
が
決
定
に
際
し
て
国
民
の
意
思
を
参
考
ま
で
に
聞
く
だ
け
の
も
の
で

あ
り
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
よ
う
に
、
国
民
が
国
会
、
政
府
、
大
統
領
に
対
し
て
実
施
を
直
接
請
求
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

政
策
決
定
で
は
、
あ
く
ま
で
も
代
表
制
民
主
主
義
が
基
本
で
あ
り
、
国
民
投
票
は
例
外
的
な
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
諮
問
的
国
民
投
票
よ
り
も
強
い
形
の
国
民
投
票
は
、

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
憲
法
は
三
つ
の
ケ

l
ス
を
規
定
し
て
お
り
、
ど
れ
も
国
民
投
票
を
実
施
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
は
拘
束
力
を
も
っ
。

は
、
大
統
領
の
権
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
統
領
解
任
の
国
民
投
票
が
自
発
的
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
国

（
a
）
（
b
）
 



会
議
員
の
四
分
の
三
が
国
民
投
票
実
施
を
決
議
し
た
場
合
、
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
（

c
）
教

会
の
地
位
（
国
教
）

の
変
更
に
関
す
る
国
民
投
票
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
憲
法
改
正
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
憲
法
第
六
二
条

に
よ
り
、

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
福
音
ル

l
テ
ル
教
会
を
国
教
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
改
正
す
る
と
き
は
、
強
制
的
か
つ
拘
束
的
な
固

民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
。
な
お
、
通
常
の
条
文
に
関
す
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
国
会
議
員
選
挙
を
は
さ
む
二
度
の
国
会
の
承
認

で
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
国
民
投
票
の
規
定
は
な
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
は
、
憲
法
改
正
の
際
に
国
民
投
票
を
実
施
で
き
る
（
一
九
八
O
年
導
入
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
か
な
り
変

則
的
な
も
の
で
あ
る
。
憲
法
改
正
の
基
本
手
続
き
は
、
国
会
議
員
選
挙
を
は
さ
む
二
度
の
国
会
の
承
認
で
成
立
す
る
が
、
国
会
議
員

（
三
五
議
員
）
以
上
に
よ
る
動
議
が
出
さ
れ
、
国
会
議
員
の
三
分
の
一

の一

O
分
の
一

（
一
一
七
議
員
）
以
上
の
承
認
が
得
ら
れ
た
場

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
規
定
が
変
則
的
な
の
は
、

合
、
国
会
議
員
選
挙
と
同
時
に
、
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
結
果
の
扱
い
で
あ
る
。
国
民
投
票
で
投
票
者
の
過
半
数
が
反
対
し
、
そ
れ
が
国
会
議
員
選
挙
で
有
効
票

を
投
じ
た
投
票
者
の
過
半
数
を
超
え
る
場
合
、
そ
の
憲
法
改
正
案
は
否
決
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
憲
法
改
正
手
続
き
は

続
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
、
国
民
投
票
で
投
票
者
の
過
半
数
が
反
対
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
議
員
選
挙
で
有

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

効
票
を
投
じ
た
投
票
者
の
過
半
数
を
超
え
な
い
場
合
、
憲
法
改
正
案
は
二
度
目
の
国
会
審
議
に
固
さ
れ
、
そ
こ
で
採
択
、
否
決
の
決

定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
国
民
投
票
が
承
認
の
結
果
を
出
し
て
も
、
二
度
目
の
国
会
審
議
で
否
決
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
憲
法
改
正
国
民
投
票
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
国
民
投
票
の
投
票
者
の
過
半
数
が
反
対
し
、

そ
れ
が
国
会
議
員
選
挙
で
有
効
票
を
投
じ
た
投
票
者
の
過
半
数
を
超
え
た
と
き
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
一
種
の
拒
否
権
の
よ
う

な
位
置
づ
け
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
治
は
、
あ
く
ま
で
も
国
会
優
位
の
原
則
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

（二）

実
施
状
況

27う

実
施
状
況
は
表
2
、
表
3
、
表
4
、
表
5
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
目



賛成%

① 28.0 
56.9 

賛成%

60.1 
7.2 
92.6 
57.7 

97.4 

95.0 

賛成%

99.9 
78.9 
61.6 
44.3 
46.5 
47.8 

賛成%

49.0 
右側 15.5 

① 45.8 
① 18.9 

52.3 
42.0 

反対%

② 1.4 
43.1 

反対%

39.9 
92.8 
7.4 
42.3 

2.6 

5.0 

反対%

0.1 
21.1 
38.4 
55.7 
53.5 
52.2 

反対%

51.0 
左側 82.9 

② 15.0 
② 39.1 

46.8 
55.9 

慶麿の政治学地域研究

結果

③ 70.6 
採択 (1995年 1月1日EU加盟）

結果

採択

否決

採択

採択

採択（1944年6月17日独立）

採択

結果

採択

採択

採択

否決

否決（政府、 EC加盟断念）

否決（政府、 EU加盟断念）

白票% 結果

否決

1.6 否決

③ 35.3 3.9 
③ 38.7 3.3 

0.9 採択（1995年 1月 l日EU加盟）

2.1 否決（政府、ユーロ導入断念）

出所：スウェーデン中央統計局ホームページ（http://www.scb.se／）。 Statistiskiirsbok for Sverige 2007 
(Stockholm: Statistiska centralbyran. 2007), tabell 670. 
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年月日

1931年12月29-30日

1994年10月16日

表 2 フィンランドの国民投票

目的

禁酒法廃止（3つの選択肢）註

E U加盟

投票率%

44.4 
70.8 

註 選択肢①禁酒法維持。選択肢②禁j商法修正、弱いアルコール飲料許可。選択肢③禁酒法廃止。
出所 フィンランド法務省［ホームページ（http://www.vaalit.fi／）。 SVTVal, 1995: 2(Helsingfors: Statistik-

centralen, 1995) 

表 3 アイスランドの国民投票

年月日 目的 投票率%

1908年 9月 10日 禁酒法導入 69.2 
1916年 10月21日 市民防衛 52.6 
1918年 10月 19日 デンマークとの連合 43.8 
1933年 10月21日 禁酒法廃止 45.3 

1944年 5月20-23日 デンマークからの独立 98.4 

1944年 5月2023日 共和制の樹立 98.4 

出所：アイスランド統計局ホームページ（http://www.statice.is／）。

表 4 ノルウェーの国民投票

年月日 目的 投票率%

1905年 8月 13日 スウェーデンとの連合解消 85.4 
1905年 11月 12-13日 デンマークのカール王子のノルウェー王位即位 75.3 
1919年 10月 6日 禁酒法導入 66.5 
1926年 10月 18日 禁酒法存続 64.8 
1972年 9月24-25日 E C加盟 79.2 
1994年 11月27-28日 E U加盟 89.0 

出所：ノルウェー中央統計局ホームページ（http://www品 b.no／）。 Norgesofjisielle statistikk, C 235(0slo: 
Statistisk sentralbyra, 1995) 

表 5 スウェーデンの国民投票

年月日 目的 投票率%

1922年 8月27日 禁酒法導入 55.1 
1955年 10月 16日 右側通行導入 53.2 
1957年 10月 13日 付加年金問題（3つの選択肢）註l 72.4 
1980年 3月23日 原子力発電（3つの路線）註2 75.6 
1994年 11月 13日 E U加盟 83.3 
2003年 9月 14日 ユーロ導入 82.6 

註 l 選択肢①強制的な付加年金制度案（社民党案）。選択肢②任意制の付加年金制度案（農民同盟案）。選択

肢③民間機関運営の任意年金制度案（穏健連合党、国民党案）。

註 2 路線①（穏健連合党支持）・路線②（社民党、国民党支持）ともに稼動中、建設中の原発を寿命まで利用。
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②はより詳細な代替エネルギー源の調査計画などあり。路線③稼動中の原発を 10年以内に全廃し、新

規建設を認めない（中央党、左共産党支持）。
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に
付
く
の
は
禁
酒
法
の
導
入
、
継
続
、
廃
止
に
つ
い
て
の
国
民
投
票
で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
ン
マ
ー
ク
以
外
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
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ア
イ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
四
カ
国
に
共
通
し
て
い
る
。
第
一
節
で
紹
介
し
た
争
点
の
分
類
で
は
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

い
わ
ゆ
る
道
徳

ス
ラ
ン
ド
、

的
な
問
題
に
関
す
る
国
民
投
票
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
社
会
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
の
深
刻
さ
、
ま
た
ア
ル
コ
ー
ル
に
禁
欲
的

慶醸の政治学

な
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
強
さ
が
影
響
し
て
い
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
独
立
と
そ
れ
に
伴
う
政
治
体
制
の
選
択
で
あ
る
。
第
一
節
の
争
点
の
分
類
で
は
、
領
土
問
題
、
さ
ら
に

デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
独
立
と
共
和
制
の
樹
立
、

憲
法
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
の
ノ
ル

ウ
ェ

1
の
独
立
と
王
政
の
樹
立
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
目
を
移
す
と
、
ど
れ
も
自
発
的
、
諮
問
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
政
策
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
が
多
く
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
あ
て
は
ま
る
。

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
な
い
。
前
述
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
一
九
四
四
年
憲
法
に
よ
る
国
民
投
票
規
定
は
全
く
実
施
さ
れ
ず
に
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

現
在
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
策
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
で
増
加
し
て
い
る
争
点
は
、

デ
ン
マ
ー
ク

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

と
同
様
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
代
以
降
、
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
国
は
、

E
C
／
E
 

U
に
加
盟
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
過
程
で
諮
問
的
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン

hr、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
一
九
九
五
年

に
加
盟
を
果
た
し
た
が
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
よ
う
に
、
国
民
投
票
で
二
度
と
も
否
決
の
結
果
が
出
て
、

E
C
／
E
U
加
盟
を
断
念
し
た

国
も
あ
る
。
こ
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
国
民
投
票
は
、
あ
く
ま
で
も
自
発
的
で
諮
問
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府

は
国
民
の
声
を
尊
重
し
た
。
国
民
投
票
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
決
定
で
あ
る
が
、
国
内
の
加
盟
論
議
は
錯
綜
し
て
お
り
、
も
し
加
盟

を
強
行
し
て
い
れ
ば
、
政
治
の
大
混
乱
を
招
い
た
と
考
え
ら
れ
、
政
府
と
し
て
加
盟
断
念
は
賢
明
な
選
択
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
の
政
策
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
と
し
て
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
、
自
発
的
、
諮
問
的
な
国
民
投
票
が
右
側
通
行
導
入
、



付
加
年
金
問
題
、
原
子
力
発
電
問
題
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
顕
著
な
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
参
考
意
見
と
し
て
国
民
の
声
を

聞
く
た
め
に
実
施
さ
れ
、
こ
れ
で
最
終
決
定
を
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
最
終
決
定
権
は
、
国
会
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
大
前
提
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
付
加
年
金
問
題
、
原
子
力
発
電
問
題
で
国
民
に
提
示
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
政
党
や
利
益
集
団
の
意

見
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ど
れ
か
一
つ
に
決
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
国
会
で
の
政
党
間
の
交

渉
を
促
進
す
る
た
め
の
参
考
材
料
を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
に
よ
っ
て
は
、
二
つ
の
選
択
肢
に
収
数
さ
せ
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
も
あ
り
、
よ
り
良
い
調
整
、
合
意
を
得
る
た
め
に
、
最
後
は
国
会
に
任
せ
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
付
加
年
金
問
題
、
原
子
力
発
電
問
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
投
票
で
明
確
な
結
果
と
な
ら
ず
、
こ
れ
に
つ

い
て
多
様
な
解
釈
を
生
み
、
そ
の
後
の
国
会
で
の
合
意
形
成
に
手
間
取
る
事
例
も
存
在
し
た
。
な
お
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、

原
子
力
発
電
問
題
の
国
民
投
票
で
は
、
有
権
者
に
は
在
住
外
国
人
も
含
ま
れ
た
（
在
住
外
国
人
の
選
挙
権
に
つ
い
て
は
各
国
民
投
票
に

際
し
て
国
会
が
決
む
）
0

在
住
者
に
等
し
く
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の
諮
問
的
国
民
投
票
で
あ
っ
た
こ
と
、
地
方
政
治
レ
ベ
ル
で
在

住
外
国
人
へ
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
が
す
で
に
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一一一

特
徴

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

デ
ン
マ
ー
ク
以
外
の
北
欧
四
カ
国
の
国
民
投
票
の
特
徴
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
こ
れ
ら
四
カ
国
に
お
い
て
は
、
国
民
投
票
は
例
外
的
な
手
続
き
で
あ
り
、
政
策
決
定
は
基
本
的
に
国
会
中
心
、
国
会
優
位

と
い
っ
て
よ
い
。
通
常
、
国
会
で
の
政
党
間
の
合
意
形
成
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
に
比
べ
る
と
、
実
施
回
数
は
極

で
は
、

め
て
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
、
多
く
の
国
民
投
票
は
諮
問
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
実
施
や
投
票
結
果
に
つ
い
て
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
以
上
に
あ

い
ま
い
さ
が
残
っ
て
い
る
。

い
か
な
る
争
点
で
国
民
投
票
を
実
施
す
る
の
か
、
ま
た
投
票
結
果
を
い
か
に
評
価
す
る
の
か
、

い
つ
、
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ど
の
程
度
尊
重
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
国
会
に
お
け
る
政
党
政
治
次
第
で
あ
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
が
か
な
り
明
確
な
形
で
国
民
投
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票
を
実
施
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
民
投
票
の
実
施
、
さ
ら
に
実
施
後
の
結
果
を
め
ぐ
り
論
争
に
な
る
こ
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と
も
多
い
。

そ
れ
は
、
上
記
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
付
加
年
金
問
題
、
原
子
力
発
電
問
題
の
み
な
ら
ず
、

E
U
問
題
で
も
顕
著
で
あ
る
。
国
民
投

慶躍の政治学

票
が
実
施
さ
れ
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
な
い
と
き
も
あ
り
、
そ
の
選
択
は
か
な
り
恋
意
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

デ
ン
マ
ー
ク
の
よ
、
つ
に
、

E
U
問
題
に
関
し
て
高
い
確
率
で
国
民
投
票
の
実
施
を
強
い
る
規
定
が
憲
法
に
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
た
と
え
ば
、

フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は

E
U加
盟
に
つ
い
て
は
国
民
投
票
を
行
な
い
、
政
府
は
そ
の
結
果
を
最
大
限
尊
重
し
た
。
し
か
し
、

ユ
ー
ロ

導
入
に
関
し
て
は
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
国
民
投
票
を
実
施
せ
ず
に
第
一
陣
と
し
て
こ
れ
に
参
加
し
た
。
他
方
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、

国
内
の
反
対
か
ら
第
一
陣
と
し
て
の
ユ

l
ロ
参
加
を
断
念
し
た
が
、
そ
の
後
、
二

O
O
三
年
九
月
、

ユ
ー
ロ
参
加
に
関
し
て
諮
問
的

国
民
投
票
を
実
施
し
た
。
結
果
は
反
対
と
な
り
、
参
加
は
断
念
さ
れ
た
。
ま
た
、
二

O
O
四
年
一

O
月
に
署
名
さ
れ
た
欧
州
憲
法
条

約
の
批
准
に
つ
い
て
は
、
両
国
と
も
国
会
に
よ
る
承
認
を
選
択
し
、
国
民
投
票
を
行
な
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
結
局
、

E
U
加
盟

国
は
同
条
約
の
批
准
を
あ
き
ら
め
、
新
た
な
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
二

O
O
七
年
二
一
月
に
締
結
し
た
。
同
条
約
の
批
准
に
当
た
っ
て
も
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
両
政
府
は
国
会
に
よ
る
承
認
を
選
択
し
た
。

E
U
問
題
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
の
左
右
軸
で
賛
成
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

反
対
を
容
易
に
判
断
で
き
な
い
問
題
で
は
、
各
政
党
は
内
部
分
裂
の
危
機
、
さ
ら
に
国
民
と
の
意
見
の
議
離
と
い
う
難
問
に
直
面
し

て
い
る
。
国
民
投
票
の
実
施
は
、
政
党
の
内
部
分
裂
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
民
と
の
意
見
の
希
離
を
よ
り
鮮
明
に
し
か

ね
な
い
。
こ
れ
は
北
欧
諸
国
に
限
ら
ず
多
く
の

E
U
加
盟
国
が
直
面
す
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

3 

ま
と
め

国
民
投
票
制
度
に
つ
い
て
は
、
北
欧
五
カ
国
で
も
そ
の
内
容
は
非
常
に
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
の
よ
う
に
積
極
的

利
用
派
の
国
も
あ
れ
ば
、
他
の
四
カ
国
の
よ
う
に
慎
重
派
の
国
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
各
国
の
歴
史
、
政
治
体
制
、
政
治
文
化
な
ど



に
よ
り
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

デ
ン
マ
ー
ク
は
、
文
化
的
に
「
草
の
根
」
の
重
要
性
が
常
に
強
調
さ
れ
る
国
で
あ
り
、
政
治
面
で
も
「
国
民
（
笠
宮
）
」
と
い
う

言
葉
が
好
ま
れ
、
国
民
に
根
ざ
し
た
運
動
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
国
民
と
政
治
と
の
距
離
が
近
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
大
き
な
勢
力
と
な
っ
た
社
会
民
主
党
に
対
し
て
、
少
数
派
の
保
守
勢
力
側
が
権
力
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
期
待
し
て
国
民
投
票

制
度
の
拡
充
を
求
め
、

一
九
五
三
年
憲
法
起
草
段
階
で
上
院
廃
止
の
代
わ
り
と
し
て
、
広
範
な
国
民
投
票
制
度
を
勝
ち
取
っ
た
の
で

あ
る
。他

の
四
カ
国
は
、
議
会
主
義
の
伝
統
が
強
く
、
歴
史
的
に
国
会
優
位
の
手
続
き
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ

l

一
九
三

0
年
代
か
ら
社
会
民
主
主
義
政
党
が
長
年
国
会
で
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
き
た
国
で
は
、
国
民
投
票
制
度

デ
ン
の
よ
、
つ
に
、

を
導
入
す
る
機
運
は
盛
り
上
が
ら
ず
、
国
会
主
導
の
政
策
決
定
と
な
っ
た
。
し
か
も
、

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

利
益
集
団
を
通
じ
て
国
民
の
声
が
政
治
に
反
映
さ
れ
や
す
い
政
治
文
化
が
あ
り
、
ま
た
法
案
の
立
案
段
階
で
国
民
か
ら
事
前
に
意
見

を
聴
取
す
る
レ
ミ
ス
と
い
う
制
度
も
多
用
さ
れ
て
い
る
結
果
、
民
意
が
反
映
さ
れ
や
す
い
形
で
議
会
主
義
が
運
営
さ
れ
、
国
民
投
票

を
利
用
す
る
必
要
性
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
場
合
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
連
合
時
代
（
一
八
一
四

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
会
の
権
力
の
絶
対
性
を
守
る
こ
と
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
干
渉
を
防
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
国
会

ー
一
九
O
五
年
）
、

優
位
の
政
治
が
特
に
強
く
定
着
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
微
妙
な
違
い
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
で
も
国
民
投
票
は
代
表
制
民
主
主
義
の
政
治
制
度
の
枠
内
で
共
存

す
る
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
。
各
国
は
そ
の
お
か
れ
た
文
脈
の
中
で
国
民
投
票
制
度
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
グ

ル
ー
プ
が
よ
り
民
主
的
か
と
い
っ
た
判
断
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

281 
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北
欧
の
事
例
か
ら
み
た
国
民
投
票
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
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以
上
の
北
欧
の
国
民
投
票
の
事
例
を
踏
ま
え
て
、
本
節
で
は
国
民
投
票
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
各

国
で
採
用
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
き
た
国
民
投
票
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
固

い
か
な
る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

慶醸の政治学

民
投
票
は
、メ

リ
ッ
ト

第
一
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
決
定
へ
の
正
統
性
付
与
に
よ
る
民
主
主
義
の
強
化
が
あ
る
。
各
国
に
お
い
て
多
く
の
決
定
は
、
国
会

で
政
党
を
軸
と
し
た
議
論
の
末
に
議
員
の
多
数
決
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
決
定
は
、
常
に
国
民
の
意
思
を
代
弁
し
た
も
の
で
は
な
く
、

場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
意
思
と
か
け
離
れ
た
場
合
も
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
会
で
の
最
終
的
な
決
定
は
政
党
問
の
駆
け
引
き
、

妥
協
を
伴
う
こ
と
も
多
く
、
選
挙
時
の
議
員
・
政
党
の
立
場
と
異
な
る
場
合
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
議
員
の
選
挙
で
有
権
者

は
個
々
の
政
策
よ
り
も
候
補
者
個
人
の
能
力
・
実
績
や
所
属
政
党
の
様
々
な
国
内
政
策
・
外
交
政
策
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
て
投

票
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
条
約
な
ど
は
、
国
家
間
の
駆
け
引
き
、
妥
協
の
産
物
で
も
あ
り
、
民
意
を
忠
実
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
会
は
、
重
要
な
特
定
争
点
に
つ
い
て
国
民
の
意
思
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し

て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
国
民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
意
思
を
再
確
認
し
、
国
会
の
決
定
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
決
定
に
民
主
的
な
正
統
性
を
付
与
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
民
主
権
の
基
本
原
則
を
再
確
認
す
る
手
続
き
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
争
点
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
国
民
投
票
の
投
票
率
も
高
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、
北
欧
諸
国
の
国
民
投
票

は
国
会
議
員
選
挙
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
投
票
率
を
示
す
事
例
も
多
い
。

第
二
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
権
力
の
監
視
と
い
う
役
割
も
あ
る
。
本
来
、
国
会
が
政
府
の
政
策
を
監
視
し
て
い
る
が
、
国
会
で
政



府
与
党
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
り
、
あ
る
政
策
分
野
で
与
野
党
の
間
で
多
数
派
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
う
し

た
場
合
に
、
国
民
投
票
は
、
国
会
を
補
う
よ
う
な
形
で
国
民
が
直
接
監
視
し
、
少
数
派
の
権
利
を
守
っ
た
り
、
行
政
府
の
暴
走
に
歯

止
め
を
か
け
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
権
力
監
視
の
最
後
の
砦
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
で
は
、
北
欧
五
カ
国

デ
ン
マ
ー
ク
の
一
九
五
三
年
憲
法
で
困
民
投
票
制
度
が
拡
充
さ
れ
た
背

の
国
会
は
一
院
制
で
あ
り
、
国
民
投
票
の
役
割
は
大
き
い
。

景
に
は
、
上
院
の
廃
止
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
上
院
の
代
わ
り
に
権
力
を
監
視
し
、
少
数
派
の
権
利
を
守
ろ

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
憲
法
に
お
け
る
国
民
投
票
規
定
も
大
統
領
の
権
力
へ
の
安
全
弁
と
い
う
役
割
か
ら

う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

説
明
で
き
る
。

第
三
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
国
民
に
対
す
る
教
育
効
果
も
あ
る
。
通
常
、
国
民
は
議
会
の
議
員
に
決
定
を
委
ね
て
お
り
、
判
断
材

料
の
情
報
も
少
な
い
た
め
、
個
々
の
決
定
に
つ
い
て
関
心
を
払
わ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
全
体
へ
の
無
関
心
を

生
み
出
し
、
選
挙
で
の
投
票
率
低
下
な
ど
の
問
題
を
招
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
民
投
票
は
単
一
の
重
要
問
題
を
争
点
に
国

民
自
身
が
参
加
し
て
実
施
さ
れ
る
た
め
、
国
民
の
関
心
を
喚
起
し
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
に
は
政
府
、
与
野
党
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど

が
多
数
の
情
報
を
国
民
に
提
供
す
る
。
そ
の
結
果
、
国
民
投
票
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
て
、
争
点
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
が
深
ま
り
、

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

民
主
主
義
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
北
欧
諸
国
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を

一
九
七

0
年
代
以
来
、

め
ぐ
り
国
民
投
票
を
多
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
北
欧
の
国
民
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も

E
U
の
制
度
や
政
策
に
つ
い
て
最
も

認
知
度
が
高
い
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
。
国
民
投
票
の
度
に

E
U
の
最
新
の
動
向
に
つ
い
て
熱
い
議
論
を
さ
せ
ら
れ
る
と
、
有
権

者
は

E
U
に
つ
い
て
詳
し
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

デ
メ
リ
ッ
ト

2 
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他
方
、
国
民
投
票
に
対
し
て
問
題
点
を
指
摘
す
る
声
も
多
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
第
一
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
各
国
で
採
用
さ
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れ
て
い
る
代
表
制
民
主
主
義
を
弱
体
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
あ
る
。
国
会
の
側
に
立
て
ば
、
政
策
の
最
終
決
定
権
は
、

主
権
者
で
あ
る
国
民
に
よ
り
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
民
投
票
が
そ
の
国
会
を
迂
回
す
る
形

284 

で
決
定
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
議
員
の
権
利
を
侵
害
し
、
さ
ら
に
は
国
会
の
存
在
意
義
を
も
危
う
く
し
か
ね
な
い
。
こ
の
点

慶膳の政治学

は
、
特
に
国
会
で
多
数
派
を
占
め
る
政
党
関
係
者
に
多
い
国
民
投
票
批
判
で
あ
る
。
彼
ら
に
し
て
み
る
と
、
議
会
で
の
通
常
の
承
認

で
自
分
た
ち
の
政
策
を
実
現
で
き
る
た
め
、
そ
の
既
得
権
を
失
い
か
ね
ず
、
不
確
実
性
の
高
い
新
し
い
政
策
決
定
チ
ャ
ネ
ル
を
あ
え

て
導
入
、
利
用
す
る
必
要
性
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
国
民
投
票
の
位
置
づ
け
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
諮
問
的
国
民
投
票
が
行
な
わ
れ
る
デ
ン
マ
ー
ク
以
外
の
北

欧
諸
国
に
よ
り
顕
著
か
も
し
れ
な
い
。
諮
問
的
な
国
民
投
票
の
た
め
、
そ
の
結
果
に
拘
束
力
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
閏
会

側
は
そ
の
結
果
を
尊
重
す
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
考
え
方
を
変
え
れ
ば
、
代
表
制
民
主
主
義
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
安
全
弁
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
極
め
て
論
争
的
な
問
題
を
国
会
で
の
投
票
で
決
め
た
場
合
、
政
党
内
や
連
立
与
党
内
で
分
裂
騒
ぎ
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
り

う
る
。
ま
た
、
国
会
議
員
選
挙
が
近
い
場
合
、
そ
の
問
題
が
主
要
争
点
に
な
り
、
従
来
の
政
党
配
置
を
大
き
く
変
更
す
る
選
挙
結
果

を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
か
か
る
場
合
、
国
民
投
票
が
問
題
の
解
決
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
民
投
票

を
実
施
す
る
こ
と
で
代
表
制
民
主
主
義
を
弱
体
化
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
救
済
す
る
場
合
も
あ
る
。

第
二
に
、
第
一
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
国
民
投
票
が
政
治
的
な
道
具
と
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
プ
レ
ピ
シ
ッ
ト
の
説
明
で
触

れ
た
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
国
民
投
票
が
政
治
指
導
者
や
政
府
の
信
任
の
道
具
と
さ
れ
、
行
政
権
の
肥
大
化
、
独
走
を
招
く

危
険
性
が
あ
る
。
北
欧
の
場
合
、
国
民
投
票
の
発
議
は
国
民
自
身
で
は
な
く
、
国
会
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
与
党
や
国
会
多
数

派
が
国
民
投
票
を
利
用
す
る
危
険
性
は
常
に
あ
る
。
特
に
、
国
民
投
票
で
投
票
を
行
な
う
国
民
は
、
争
点
に
関
し
て
判
断
を
下
す
上

で
十
分
な
情
報
や
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
政
府
、
与
野
党
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
情
報
操
作
の
対
象
に
な
る
危
険
性



が
高
い
。
そ
の
た
め
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
情
緒
的
な
議
論
、
単
純
な
議
論
が
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
か
ね
な
い
。
戦
前
の
経

験
は
、
遠
い
過
去
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
情
報
公
開
の
徹
底
や
政
治
活
動
の
自
由
が
な
い
場
合
に
は
、
特
に
そ
の
危
険
性
は
高
ま

る
。
国
民
投
票
は
、
そ
の
と
き
の
政
治
情
勢
に
よ
り
、
結
果
が
ど
う
な
る
か
予
測
し
に
く
い
、
不
確
実
性
の
高
い
手
段
と
も
い
え
る
。

以
上
の
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
逆
に
代
表
制
民
主
主
義
で
は
、
議
員
が
情
報
や
専
門
知
識
を
も
ち
、
議
会
の
審
議
に
十
分
な
時

間
を
割
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
争
点
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
議
論
で
き
る
の
で
あ
り
、
国
民
投
票
に
は
な
い
利
点
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

第
三
に
、
国
民
の
分
断
を
助
長
す
る
危
険
性
も
あ
る
。
争
点
に
よ
っ
て
は
、
国
民
の
価
値
観
の
違
い
を
先
鋭
化
し
た
り
、
ま
た
年

齢
、
性
差
、
居
住
地
域
（
中
心
・
周
辺
）
、
職
業
、
学
歴
な
ど
に
よ
り
、
態
度
の
違
い
を
生
み
出
す
場
合
、
国
民
投
票
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
通
じ
て
、
国
民
の
分
断
を
進
め
、
固
定
化
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
国
民
投
票
は
賛
成
か
反
対
か
の
二
者
択
一
の
選

択
を
有
権
者
に
迫
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
場
合
、
そ
の
選
択
肢
ご
と
に
国
民
を
収
数
さ
せ
、
対
立
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
も
あ

る
。
特
に
、
蛾
烈
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
な
っ
た
場
合
、
相
手
陣
営
へ
の
非
難
合
戦
や
情
緒
的
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

関
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
国
民
投
票
後
に
大
き
な
し
こ
り
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
会
の
審
議
に
向

く
争
点
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
場
合
、
政
策
に
つ
い
て
の
国
民
投
票
と
し
て
、
た
と
え
ば
予
算
、
公
務

員
法
案
、
帰
化
法
案
、
収
用
法
案
、
課
税
法
案
な
ど
を
争
点
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
デ
ン
マ
ー
ク
憲
法
第
四
二
条
第
六
項
）
。
あ

ら
ゆ
る
問
題
を
国
民
投
票
に
か
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
国
会
で
国
民
の
代
表
が
十
分
な
時
間
を
か
け
、
専
門
知
識
を
踏

ま
え
つ
つ
、
合
意
形
成
を
図
る
手
法
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
場
合
も
あ
る
。
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お
わ
り
に
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以
上
、
北
欧
諸
国
を
材
料
に
、
国
民
投
票
の
制
度
、
さ
ら
に
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
を
整
理
し
て
き
た
。
北
欧
五
カ
国
を
み
た

慶醸の政治学

だ
け
で
も
、
国
民
投
票
制
度
の
多
様
性
は
十
分
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
よ
う
に
国
民
投
票
を
多
用
す
る

国
も
あ
れ
ば
、
他
の
四
カ
国
の
よ
う
に
国
民
投
票
の
実
施
に
や
や
慎
重
な
国
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
た
状
況
下
で
、

北
欧
諸
国
は
ケ
l
ス
・
バ
イ
・
ケ
l
ス
で
国
民
投
票
を
度
々
実
施
し
、
実
際
の
政
治
を
運
営
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
国
民

投
票
が
理
想
的
な
形
で
実
施
さ
れ
、
安
定
し
た
政
治
を
生
み
出
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
国
民
投
票
が
そ
の
時
々
の
国
民
の
声
を
政

治
に
反
映
さ
せ
る
機
会
と
な
り
、
北
欧
民
主
主
義
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

一
世
紀
に
も
及
ぶ
歴

史
の
中
で
、
試
行
錯
誤
の
経
験
を
積
み
重
ね
た
結
果
で
あ
る
。

最
後
に
、
北
欧
の
国
民
投
票
の
事
例
か
ら
代
表
制
民
主
主
義
と
国
民
投
票
に
つ
い
て
何
か
示
唆
と
な
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

紙
幅
の
都
合
で
細
か
い
技
術
的
な
点
は
避
け
、
大
き
な
点
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
北
欧
全
体
に
共
通
す
る
前
提

と
し
て
、
北
欧
諸
国
で
は
国
民
投
票
だ
け
が
適
正
に
機
能
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
欧
諸
国
で
は
、
代
表
制

民
主
主
義
も
し
っ
か
り
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
国
会
議
員
選
挙
の
投
票
率
に
示
さ

れ
る
が
、
ど
の
国
も
通
常
七

0
1
八
O
%台
を
記
録
し
て
い
る
。
政
治
に
対
す
る
国
民
の
高
い
参
加
意
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
政
党
を
中
心
に
蟻
烈
な
政
策
論
争
が
国
会
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
代
表
制
民
主
主
義
が
機
能
し
な
い
た
め
、
直
接
民
主
主
義

の
手
段
で
あ
る
国
民
投
票
に
期
待
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
北
欧
で
は
代
表
制
民
主
主
義
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

国
民
投
票
も
そ
れ
を
補
完
す
る
形
で
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
代
表
制
民
主
主
義
を
う
ま
く
行
な
え
な

い
国
民
に
、
直
接
民
主
主
義
の
手
段
は
使
い
こ
な
せ
な
い
こ
と
を
北
欧
の
事
例
は
教
え
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
最
終
的
に
は
国
民
一
人

ひ
と
り
の
高
い
政
治
意
識
と
投
票
行
動
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
に
対
す
る
国
民
の
真
撃
な
態
度
を
北
欧
の
国
民
投
票



に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
党
の
果
た
す
役
割
も
大
き
い
。
北
欧
の
よ
う
に
、
主
に
議
会
主
導
で
国
民
投
票
が

実
施
さ
れ
る
場
合
、
政
党
は
ま
さ
に
代
表
制
民
主
主
義
の
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
投
票
の
要
で
も
あ
る
。
北
欧
諸
国
が
成
熟
し

た
政
党
政
治
を
展
開
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
九
九
六
年
）

）
今
井

一
三
頁
。

『
大
事
な
こ
と
は
国
民
投
票
で
決
め
よ
う
！
｜
｜
世
界
の
常
識
［
国
民
投
票
〕
の
す
す
め
｜
｜
」
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、

日
本
で
は
、
住
民
投
票
制
度
の
体
系
的
研
究
は
一
九
九

0
年
代
か
ら
徐
々
に
み
ら
れ
た
が
、
国
民
投
票
制
度
の
体
系
的
研
究
は
現
在
も
極
め
て

限
ら
れ
て
い
る
。
福
井
康
佐
『
国
民
投
票
制
』
（
信
山
社
、
二

O
O
七
年
）
は
そ
の
数
少
な
い
研
究
の
一
つ
で
あ
る
。

（3
）
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
岡
沢
憲
芙
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
現
代
政
治
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
。
岡
沢
憲
芙
、
奥
島
孝
康
編
『
ス

ウ
ェ

l
デ
ン
の
政
治
｜
｜
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
験
室
｜
｜
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
。

「
衆
議
院
欧
州
各
国
憲
法
及
び
国
民
投
票
制
度
調
査
議
員
団
報
告
書
」
（
衆
議
院
、
二

O
O
六
年
一

O
月
）
二
二
九

1
二
三
六
頁
（
互
切
に
＼
当
者
名
・

2 4 

北欧の国民投票制度（吉武信彦）

国

E
m－－ロ－
m。右＼
Eσ
－円白石
2
・5
2
5宗
8
3
5
8
2
N。。。・
1
3
E
3
8
2
N。。。・
1
巴。

（
5
）
北
欧
諸
国
の
国
民
投
票
制
度
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
邦
語
文
献
が
あ
る
。
福
井
、
前
掲
『
国
民
投
票
制
」
、
一
九
四
1
一
二
九
頁
。

岡
沢
、
前
掲
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
現
代
政
治
』
、
一
四
六

1
一
五
六
頁
。
拙
著
「
国
民
投
票
と
欧
州
統
合

l
lデ
ン
マ
ー
ク
・

E
U関
係
史
｜
｜
」
（
勤

草
書
房
、
三

O
O
五
年
）
第
二
章
。
外
国
語
で
は
、
至
。
z
g－
E
E
m
Z
E
E
2
R
5
R
O
R
0
5
2
注目
JMzpnpや
さ
き
さ
同
告
ミ
S
R
さ

E3MMm

（国
S
E
E
r－
。
足
。
口
一
冨
2
5口
g
p
g
P
3ま
）
の
各
章
が
有
益
で
あ
り
、
本
稿
も
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

（6
）

U
Z仏回
E
E
S斗
〉

5
5
E
5
3
注目
J』
州
事
高
ミ
ど
さ
む
さ
言
、
忌
ぬ
き
三
人
・
呂
町

C
3ミ
ミ
句

g
n
ミ
ロ
5
2
U
3
2
E
Q
（Z
S
E
E－－∞＼一

E
。ロ一

冨
R
B
E
S
P
E
P
－遺品）唱

3
・2
u
E
2
8
8
H
t
o
u
z
p
呂
町
、
。
E
E
矢
口
ミ
ミ

p
s
n
E
Q
見
事

5§
さ

s
c
o
E
3
3ミ
ミ
（
室
。
号
2
2∞宮
崎

門

g包
ω一∞
8
白色
j
i
o
t
ξ
H
M

円。∞
P
N
C
C
凶）リ可－
M

－－

（
7
）
回
E
R
自己一
mgH戸

0
3含
・
切
さ
2
旬
、
七
日

uco＝呂町
O
E
E
g
o
－a∞－w
告
・
号
、

3
・凶ム・
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8 

桐
山
孝
信
「
民
主
主
義
の
国
際
法
』
（
有
斐
閣
、
二

O
O
一
年
）
一
八

1
四
六
頁
。

ル
ソ
l

『
社
会
契
約
論
」
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
）
一
三
三
頁
。

別
の
研
究
者
は
、
憲
法
問
題
、
条
約
・
国
際
協
定
、
主
権
、
公
共
政
策
の
四
つ
に
分
け
て
い
る
（
円
o
o
z
p
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10 9 

∞E
－R
h百
円
日
何
回

RMAU句。仏国」。、・
2
T
－u－u－
M
ふ・

。、・
2
F
2
u・いW

M
E

凶ム・）
0

（
日
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
主
権
委
譲
に
関
す
る
国
民
投
票
に
つ
い
て
、
バ
ト
ラ
l
ら
は
領
土
問
題
に
含
め
て
い
る
が
、
筆
者
自
身
は
実
施
回
数
が

急
増
し
、
国
際
統
合
の
特
有
か
つ
多
様
な
問
題
を
対
象
と
し
て
お
り
、
独
立
し
た
一
つ
の
争
点
と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
（
詳
細
は
後
述
）

0

（
口
）
拙
稿
「
国
民
投
票
」
加
藤
秀
治
郎
編
『
西
欧
比
較
政
治
｜
｜
デ
l
タ
／
キ
ー
ワ
ー
ド
／
リ
l
デ
イ
ン
グ
ス
｜
｜
［
第
二
版
］
』
（
一
華
社
、
二

O

O
四
年
）
一
九
三
頁
。

（
日
）
拙
稿
「
欧
州
憲
法
条
約
批
准
過
程
と
国
民
投
票
」
（
二
・
完
）
（
「
地
域
政
策
研
究
（
高
崎
経
済
大
学
）
」
第
一

O
巻
第
二
号
、
二

O
O
七
年
二
月
）

五
1
七
頁
。

（
は
）
前
掲
拙
著
「
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
」
、
第
一
章
。

（
日
）
二

O
O
六
年
現
在
の

E
U
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
・
住
民
投
票
の
一
覧
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
E
U
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
の
新
展
開
」

（
『
地
域
政
策
研
究
（
高
崎
経
済
大
学
）
』
第
八
巻
第
三
号
、
二

O
O
六
年
二
月
）
。
そ
の
後
、

E
U
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
と
し
て
は
、
二

O
O
八
年
六

月
一
二
日
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
る
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
が
あ
っ
た
（
投
票
率
五
三
了
一
%
、
賛
成
四
六
・
六
%
、
反

対
五
三
・
四
%
）

0

（
同
）
デ
ン
マ
ー
ク
憲
法
は
、
以
下
を
参
照
。
デ
ン
マ
ー
ク
国
会
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
〈
『
吾
ミ
当
者
宅
－

P
島
＼
〉
。
邦
訳
は
、
畑
博
行
「
デ
ン
マ
ー
ク
」
阿
部
照
哉
、

畑
博
行
編
『
世
界
の
憲
法
集
〔
第
三
版
〕
』
（
有
信
堂
高
文
社
、
二

O
O
五
年
）
二
五
九

1
二
七
一
頁
。

（
打
）
詳
細
は
、
以
下
を
参
照
。
前
掲
拙
著
「
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
』
、
第
二
章
。
図
。
E
R
N同
E
O咽

b
g見
冶
も
吉
宮
内
h

ミ
り
・
河
町
内
包
括
、
K
V
3
む
な
さ
話
。
旬

、。戸

N
E
m
g
（
E
Z
5
3一
2
2
5岳
2
4。円－
8
3ま
）
回
一
－

Z
己・

（
同
）
そ
の
他
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
自
治
領
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
一
九
八
二
年
二
月
二
三
日
に
E
C
加
盟
存
続
を
め
ぐ
る
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
E
C
と
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
1

1
脱
退
問
題
の
展
開
と
帰
結
｜
｜
」
（
「
法
学
政
治
学
論
究
（
慶
麿
義
塾
大
学
）
」
第
二
号
、

一
九
八
九
年
九
月
）
参
照
。

慶謄の政治学
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（円）
（却）

P
E
P
§
・丘町」回一回・

（
引
）
邑
ミ
・
・
∞
・
＝
。
ム
N
0
・

（
泣
）
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
憲
法
は
、
以
下
を
参
照
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
法
律
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈

V
Sミ
当
者
巧
－
m
E
R－R
〉。

（
お
）
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
憲
法
は
、
以
下
を
参
照
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
政
府
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
〈
宮
守
＼
＼
電
話
B
B
B己
主
。

（
M
）
ノ
ル
ウ
ェ
ー
憲
法
は
、
以
下
を
参
照
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
会
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
〈

zeミ
当
者
芦
田
吉
豆
諸
2
・

5
＼〉。

（
お
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
は
、
以
下
を
参
照
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
会
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
〈
宮
守
＼
＼
当
者
巧
・
ュ

E
E∞
g・
田
町
＼
〉
。
邦
訳
は
、
平
松
毅
「
ス
ウ
ェ

l

デ
ン
」
阿
部
照
哉
、
畑
博
行
編
、
前
掲
『
世
界
の
憲
法
集
〔
第
一
二
版
〕
』
、
一
四
コ
一

1
一
九
O
頁。

（
お
）
渡
辺
博
明
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
福
祉
制
度
改
革
と
政
治
戦
略
｜
｜
付
加
年
金
論
争
に
お
け
る
社
民
党
の
選
択
｜
｜
」
（
法
律
文
化
杜
、
二

O
O
三
年
）

第
四
章
。

（
幻
）
岡
沢
、
前
掲
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
現
代
政
治
』
、
二
五
頁
。
岡
沢
、
奥
島
編
、
前
掲
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
』
、
五
三
頁
。

（お）

E
U
問
題
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
の
実
施
に
関
す
る
恋
意
性
は
、
他
の

E
U
加
盟
国
で
も
み
ら
れ
る
。
欧
州
憲
法
条
約
批
准
の
際
に
は
国
民
投
票

を
実
施
し
た
、
あ
る
い
は
実
施
予
定
の
加
盟
国
は
二
五
カ
国
中
一

0
カ
国
に
の
ぼ
っ
た
が
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
で
は
国
民
投
票
を
実
施
し
た
の

は
二
七
カ
国
中
わ
ず
か
一
カ
国
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
に
激
減
し
、
他
の
加
盟
国
は
国
会
に
よ
る
承
認
を
選
択
し
た
（
二

O
O
八
年
六
月
現
在
）
。
こ
れ
は
、

欧
州
憲
法
条
約
批
准
過
程
の
教
訓
か
ら
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
を
確
実
に
す
る
た
め
の
緊
急
避
難
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、

E
U

に
お
い
て
国
民
投
票
の
実
施
に
つ
い
て
は
慎
重
な
姿
勢
が
強
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
抄
）
拙
稿
「
E
U
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
政
党
政
治
」
（
「
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
（
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
会
）
」
第
一
巻
、
二

O
O
五
年
コ
一
月
）
一

0
1
一一一頁。

（却）

E
U
の
定
期
世
論
調
査
「
ユ

i
ロ
パ
ロ
メ
タ
l
』
を
み
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
民
の

E
U
に
つ
い
て
の
認

知
度
は
E
U
平
均
を
上
回
る
こ
と
が
多
い
。
同
む
さ
宮
さ
さ
ミ
R
、
s
p
o
h
u
E
S
S
H
F内

i

同
N
h

否、

S
3
qミ
S
F
Z。
・
ま
弘
喜
同
町
田
σ
R
M。。
H
3・－
ha－－雲・

（
引
）
叶
2
旦
雪
E
S
P
．4v
o
U
O
B
B円四円。ニ
N
O
P
E
E
Z
B一
若
宮
ロ
ロ
。
白
田
口
〉
コ
由
。
自
己
者
ぽ
ロ
ロ
o
g
r
∞
5
2
0号
3
h
n
S込
さ
て
吉
誌
、
。
～
E
S～
h
s込町♂〈。－－
P

Z
。・ぃ
Y
3∞ド
H
V

甘い品、ア
M
ム∞・
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二
O
O
八
年
四
月
一
一
四
日
付
デ
ン
マ
ー
ク
国
会
議
事
録
、
デ
ン
マ
ー
ク
国
会
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
〈
喜
一
＼
＼

3
5・き〉
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